
別表Ⅰ解説表

❷要件説明の内容はすべて満たした場合緩和の適用が可能

❹街づくり課に事前相談書の提出が必要

 ※事前相談書の書式はこちら

❸Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの記載について、　緑化基準のⅠ・Ⅱ・Ⅲを指す・緑化基準Ⅰ　敷地の３０％の緑化・緑化基準Ⅱ　敷地の２０％の緑化・緑化基準Ⅲ　敷地の１０％の緑化　※計算方法に関しては審査基準本文 　ｐ5「第5緑化基準等 1緑化基準」を参照 

❸Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの記載について、
緑化基準のⅠ・Ⅱ・Ⅲを指す

・緑化基準Ⅰ 敷地の３０％の緑化
・緑化基準Ⅱ 敷地の２０％の緑化
・緑化基準Ⅲ 敷地の１０％の緑化

※計算方法に関しては審査基準本文
ｐ5「第5 緑化基準等 1 緑化基準」 を参照

風致地区の地域区分は❶A～Dまでの区分けがされていて各　　地区ごとに使用できる緩和の内容が違うため地域区分図を要確認各風致地区地域確認図はこちら ↓↓・玉川地域-１・玉川地域-２・砧地域 　※S地域に関しては別表Ⅲの該当の地区計画の箇所を参照

❶風致地区の地域区分はA～Dまでの区分けがされていて各

地区ごとに使用できる緩和の内容が違うため地域区分図を要
確認

各風致地区地域確認図 はこちら↓↓
・玉川地域-１
・玉川地域-２
・砧地域 
※S地域に関しては別表Ⅲの該当の地区計画の箇所を参照

❶ ➋
❸

❹

https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/jizensoudanr0301.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/honbun.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/sinsakijun-honbun-r80305.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/beppypu3.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/tiikikubun-t-1.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/tiikikubun-t-2.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/kinutakakuninzu-kouiki-r80305.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/sinsakijun-beppyou3-r80305.pdf


よくある❸Q＆AのQ5「別表Ⅰの緩和の上限の計算方法を教えてください。」を参照

❸よくあるQ＆AのQ5
「別表Ⅰの緩和の上限の計算方法を教えてください。」を参照

❶・ 緩和できる方向数や建蔽率緩和の有無は申請者が選択する。
・建蔽率の緩和を適用する場合は「有」を使用し、適用しない場合は
  「無」の緩和の上限を適用する。
・緩和の上限の各数値は、道路（隣地）境界線から建築物壁面
までの後退距離の最小限の数値になる。

➋都市計画で定める建蔽率と風致地区条例で定められた４０％の建蔽率の
差を意味する

※風致地区内は「防火地域」「準防火地域」の割り増しは適用できません。

別表Ⅰ解説表 (緩和の上限について)

❶

➋

❸

https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4733/tokyotohuutitikujyoure-yokuarushitumon.pdf
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